
平 成 26 年
９月16日（火）
第2614号

平成26年９月16日　火曜日（773）

告 示
栃木県告示第436号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項の規定により、同法第41条第１項本文の規定による指定
居宅サービス事業者の指定の一部の効力を停止したので、同法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年９月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称

指定居宅サービス事業所
停止の内容 停 止 の 期 間 サービス

の 種 類名 称 所 在 地

0970201554 社会福祉法人
るりこう会
理事長
仙田　惠一

特別養護老
人ホームこ
はく苑

足利市堀込町
2006番地１

新たな利用者
の受入れの停
止

平成26年９月１日
から同年11月30日
まで

訪問介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第437号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項及び第115条の９第１項の規定により、同法第41条第１項
本文の規定による指定居宅サービス事業者の指定及び同法第53条第１項本文の規定による指定介護予防サー
ビス事業者の指定の一部の効力を停止したので、同法第78条及び第115条の10の規定により次のとおり公示す
る。
　　平成26年９月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称

指定居宅サービス事業所及び
指定介護予防サービス事業所 停止の内容 停 止 の 期 間 サービス

の 種 類
名 称 所 在 地

0970401865 株式会社スマ
イルケア
代表取締役
佐武　幸子

デイサービ
スはぴねす

佐野市万町2887
番地

新たな利用者
の受入れを停
止し、並びに
介護給付費及
び予防給付費
の請求の上限
を７割とす
る。

平成26年９月１日
から平成27年２月
28日まで

通所介護
介護予防
通所介護
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（高齢対策課）　
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調 達 等 公 告
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成26年９月16日

栃木県立岡本台病院長　　黒　　田　　仁　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　回診用X線撮影装置　一式
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　平成27年３月20日
⑷　納入場所　栃木県宇都宮市下岡本町2162　栃木県立岡本台病院放射線室
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「Ｆ医療、薬品類」小分類
「１医療用機器」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成26年10月31日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒329-1104　栃木県宇都宮市下岡本町2162
栃木県立岡本台病院総務課　電話028-673-2211

⑵　入札及び開札の日時及び場所　平成26年10月31日午前11時30分　栃木県立岡本台病院管理診療棟２階講
堂
⑶　その他
ア　入札説明書の交付期間　平成26年９月17日から同年10月24日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで
イ　入札説明書の交付場所　⑴の場所で交付する
ウ　入札方法　１の⑴の件名で、総価で入札に付する。
エ　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相
当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるもの
とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他　詳細は、入札説明書による。

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────


